
茨城県の家きん農場で

高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認

（今シーズン国内７２例目）

中央家保第２５号-９０
令和５年２月２日家畜衛生情報

【農場概要】（茨城県４例目）
所 在 地 ： 茨城県かすみがうら市
飼養状況 ： 約４，８００羽 （ほろほろ鳥等）
疫学関連農場 ： 岩手県１農場、宮城県１農場、熊本県１農場

※発生農場から移動した家きんについて、
疑似患畜（合計約５００羽） として、殺処分

【経緯】
２月 １日 死亡羽数増加の通報を受け立入検査、簡易検査陽性
２月 ２日 遺伝子検査でHPAIの疑似患畜を確認

通報先は、 岐阜県中央家畜保健衛生所
電話：058-201-0530 時間外・夜間・休日：090-7024-5269

定期報告書に添付の

「飼養衛生管理基準遵守状況チェック表」
を利用して、

農場の衛生状況の点検・改善をお願いします。

☆定期報告書の提出は、2月28日までに
メール、FAXまたは郵送でお願いします。

第４回目の一斉消毒実施期間
２月１５日～２月２８日

近日中に消石灰の配付予定です。

野鳥等を介したウイルスの侵入に警戒！
環境省HP参照 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/

野鳥は１道２５県（通算１７８例）（２月２日時点環境省HP）

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/

